
第９節 保健管理センター

第１項 保健管理センター設置までの歴史

�１ 千葉大学設立当時の保健管理

千葉大学が設立された１９４９年は、国民全体が衣・食・住、いずれも劣悪な環境から

ようやく脱しかかった時期である。この時期には、“健康＝感染症でない”と言い切

れるほど結核、赤痢、寄生虫疾患、そしてさまざまな風土病が蔓延していた。

千葉大学での保健対策も感染源を絶つための患者隔離が主たるものであった。当

時、大学には医学部附属の伝染病棟が医学部構内および習志野分院にあり、学生、職

員も少なからず伝染病で入院治療を受けた。

このような状況を受けて、１９５２年４月には千葉大学健康管理審議会が設置された。

そして同年６月には千葉大学健康管理実施規程が制定され、この規程にもとづき、学

校身体検査、健康診断、疾病予防、衛生養護等が実施されはじめた。また、学長は同
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審議会の推薦により医学部の医師に学校医を委嘱し、複数の学校医が各学部局に配属

された。健康管理審議会の常任委員長には、長年、医学部第二内科の斎藤十六教授が

就き、会議は毎月１回、旧附属病院（現在の医学部）５階の会議室にて開かれてい

た。

さらに、１９５４年には千葉大学学生健康保険組合が設立され、医療費の給付が行われ

るようになった。これにより、不完全ではあったが、学生に対する衛生予防から医療

までの環境が整ってきた。

�２ 保健管理センター設置へ向けての背景

１９５０年代半ばになり、全国の各大学での保健管理がはなはだしく不統一であること

を理由として、国立大学保健管理協議会が組織された。そして、北大、東大、京大が

当番校となり、１９５８年８月に初めての大会が開催された。この結果、同年４月には学

校保健法が制定されたこともあり、一気に大学での保健管理のあり方が問われはじめ

た。その時期、千葉大学では医学部主導の保健管理により実務に支障をきたしておら

ず、各キャンパスに学校医が定期的に出向くなど、従来の千葉大学保健審議会による

保健管理運営が継続した。

欧米では大学生のメンタルヘルスの重要性が古くから叫ばれており、１９５６年にはプ

リンストンで大学生のメンタルヘルスに関する第１回の国際会議が開催されている。

わが国でも東京大学では１９５７年には２段階面接による精神スクリーニングが試みられ

ている。その後、いくつかの大学では学生相談室、学生懇話室などが設けられ、学生

の精神・心理相談がはじめられていた。

そして、１９６３年には全国国立大学保健管理協議会が、文部省との共催により、国立

のみならず公立、私立の大学を含む組織で、第１回全国大学保健管理研究集会を開催

し、メンタルヘルスを含む大学生の保健管理の重要性がさらに強調された。そして、

この頃から大学生の保健管理を一体的にあつかう保健管理センター設置の構想が提唱

され、難渋した末に、１９６６年、京都大学をはじめ４つの国立大学に保健管理センター

が設置された。国立学校設置法施行規則第２９条の３には“学生の保健管理に関する専

門的業務を行う厚生補導のための施設として保健管理センターを置く”と記され、そ

の業務内容は、健康診断、健康相談およびその事後措置、環境衛生、および保健管理

に関する調査研究と規定された。すなわち、疾病対策から健康診断、環境衛生を軸と

する保健管理に方向が変わってきたわけである。また、保健管理センターの施設およ

び設備機器は、１９６５年に作成された厚生補導に関する基準を満たすように指導され、
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その組織は学部に属さない全学共通施設と位置づけられた。そして、このセンターに

は、所長および専任の教員・技術職員が配置されるようになった。

�３ 千葉大学での保健管理センター設置

大学紛争がおさまった１９７３年４月１２日、千葉大学に保健管理センターが設置され、

同日付けで村越康一教育学部教授が所長事務取り扱いに任命された。そして同年７月

１９日には評議会でその発足が承認され、同時に千葉大学保健管理センター規程、千葉

大学保健管理センター所長選考規程、千葉大学保健管理センター運営委員会規程が制

定された。本学の保健管理センター規程第２条には「保健管理センターは、千葉大学

の保健管理に関する専門的業務を一体的に行い、学生及び職員の心身の健康保持増進

を図ることを目的とする」と銘記されている。すなわち、国立学校設置法施行規則で

謳われている学生の健康管理のみならず、職員の健康管理をも司るよう規定されたの

である。これは本学に保健管理センターが設置される１年前、すなわち１９７２年に労働

安全衛生法が制定され、それを受けて１９７３年３月１日に人事院が職員の保健および安

全保持に関する規程（人事院規則１０―４）を全面改訂したことに関連する。

さて、センターが設置されたとはいえ、当初はその専門的業務を行う場所もなく、

大学本部内１階学生部横の３室が充てられた。そして、そこには業務を遂行するため

の必要最低限の機器が揃えられた。しかし、１万人をこえる学生・職員の健康診断を

行う場所は一定しておらず、屋内体育館や学生部会議室などを転々と間借りして施行

された。当時の教員は、村越所長のほか、中村仁講師（現八日市場市民病院長）、平

井昭助手（現千葉市立病院長）、塚田悦男助手（元長汐病院長、１９９７年逝去）、山浦晶

助手（現医学部附属病院長）、木村敬二郎（現木村内科医院長）とそうそうたるメン

バーであったがいずれも保健管理センターの定員ではなかった。そして、亥鼻地区の

保健管理を担当するため、医学部の教員９名に学校医を委嘱した。

第２項 保健管理センターの発展

�１ 保健管理センター棟の新営

１９７６年、香月秀雄医学部教授が学長に就任し、学生職員の健康保持のため保健管理

センターの改善と発展の必要性を強調した。その結果、１９７７年１０月には保健管理セン

ターに、教授１、講師１、看護婦１が定員化され、初代の教授には、医学部第三内科

の木下安弘助教授が就任した。また、木下教授は就任と同時に所長も併任し、当時の

第９節 保健管理センター

８２８



学生部厚生課長、保健係長とともに保健管理センター棟の新営にも着手した。そし

て、１９７８年３月、大学本部の横に２階建ての保健管理センター棟が竣工した。その

後、木下所長の卓越したリーダーシップにより最新鋭の健診関連機器が整えられた。

�２ 保健管理センター職員の充実

１９７８年、学生のカウンセリングの充実のため、時田光人教育学部附属小学校副校長

が講師として就任し、同時に医学部精神科の松本胖名誉教授を非常勤講師として迎え

た。なお、時田講師は１９８２年に助教授、１９９１年に教授に昇任している。看護婦の定員

は３となり、教員助手も医学部附属病院への兼務の形態で３名確保された。その他技

術補佐員として臨床検査技師１も採用され、あらたな体制で健診、診療、学生心理相

談が開始された。事務は学生部厚生課から保健係長と主任がセンター内に配置され、

事務作業も順調に遂行されるようになった。この間、１９７９年から活躍してきた若新洋

子助手は、時田教授の停年退官にともない１９９２年から助教授に昇任した。また、同年

には医学部附属病院兼務の助手１が増員された。

１９９３年には、木下教授が停年退官を迎え、後任に長尾啓一医学部助教授が保健管理

センター教授として就任し、所長を併任した。若新助教授は１９９５年に鎗田病院へ転出

し、その後任には心理学専攻の東條光彦助手が講師として採用された。さらに、東條

講師が１９９７年に岡山大学教育学部へ転出したため、その後任としてやはり心理学専攻

の山田敏久千葉県心理判定員が講師として採用され、現在にいたっている。

長谷川正博博士をはじめ、医師およびカウンセラーの非常勤講師は漸次増員されて

きたが、近年、その勤務時間数は漸減をやむなくされている。そして、事務職員も

１９９４年から保健係長が専門職員になり、主任１が削減された。

�３ 保健管理センター棟の増築

１９７８年に新営された保健管理センター棟も、学生・職員数の増加、業務の多様化に

より手狭になった。このような理由から１９９４年に、隣接する留学生センター棟の新営

にともなって保健管理センター棟の増築がなされた。増築延べ面積は１９６m２であり、

現在の建物総面積は７８６m２となった。この結果、健診業務はおおむねセンター内の計

測スペースで行うことができるようになり、コンピュータを備えた情報管理室、健康

指導のためのレクチャールームも小さいながら確保された。また、体脂肪計、超音波

診断装置、ホルター心電計・血圧計なども最新の機器になり、業務量も多くなった。
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�４ 保健管理センター棟周辺の環境

１９９５年には西千葉キャンパスの事務局周辺の環境整備工事が行われ、センター棟の

玄関周辺も煉瓦で舗装され、きれいに整備された。現在は保健管理センターの玄関正

面にすっくと立派な欅が立ち、新緑から秋の黄葉まで、四季おりおりの姿で楽しませ

てくれている。

第３項 保健管理センターの業務の展開

�１ 一般定期健康診断

１９５８年に制定された学校保健法の第６条に準拠して行われていた学生定期健康診

断、および１９７３年に全面改訂された人事院規則１０―４、第２０条によりはじめられた職

員定期健康診断は、保健管理センターの設置にともない、同センターの主導で一体的

に行われるようになった。学生の健診項目はすべて施行されてきたが、職員の定期健

康診断項目は、学生と同項目の検査だけ本センターで行い、経年的に増加してきた胃

検査、脂質・肝機能等の血液検査、心電図検査、便潜血反応検査、および１９９５年から

開始された肺癌検査は、成人病検診と称して人事課福祉係が企画している。そして、

本センターは判定とその事後措置を担当してきた。

健康診断は予防医学では２次予防と位置づけられているが、保健管理においては、

きわめて重要である。しかし、最近の学生の健康診断受検率は５０％ときわめて低い。

これは、従来、健診受検の指導を行っていた教養部が廃止され、新入学生への受検指

導が各学部に委ねられたためと考えられる。表２―１２―９―１に過去１０年間の学部学

生、大学院生、職員の健康診断受検者数および受検率を示すが、職員の受検率は６０％

内外でほとんど変化がない。

�２ 特別定期健康診断

大学職員のうち、特殊な環境下での業務、有害物質をあつかう業務、深夜勤を課せ

られる業務、などに従事する者に対して行われてきた健康診断である。人事院規則１０

―４により保健管理センター設置当初から年２回施行してきたが、業務の多様化によ

り対象者は増加を続けてきた。
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�３ その他の健康診断・検査診断

放射線業務従事者の健康診断は人事院規則１０―５で規定されており、本センター設

置当初から施行されてきた。年４回の検診回数受検者は微増している。

１９７９年、文部省から組換えDNA実験指針の告示を受け、この実験従事者に対する

健康管理が行われるようになった。現在は、１９８２年に改訂された千葉大学組換え

DNA実験安全管理規程の第２５条にもとづいて健康診断を行っている。１９９５年からは

放射線従事者の健診と重ねて行うことにしたため、両者を受検する必要のある者は１

回の健診ですむようになった。

各種職場へのコンピュータ導入にともない、これらOA機器をあつかう者に対する

健康管理等の暫定的指針が人事院から出された。この作業はVDT（video or visual

display terminals）作業と呼ばれ、１９８６年に正式な作業管理、作業環境管理および健

康管理の通知が出された。千葉大学でも１９８９年からVDT作業者の健康診断が開始さ

れ、その対象者は漸増している。

留学生は異文化国で勉学をせねばならないので健康を害する可能性が大きいとの観

点から、血液検査、便潜血検査などの特別健康診断を行っている。１９９４年から開始さ

れたが受検者は横這い状態である。

表２―１２―９―１ 一般定期健康診断受検者数

年度
学部等学

生数

学生受検

者数

学生受検

率（％）

大学院生

数

院生受検

者数

院生受検

率（％）
職員数

職員受検

者数

職員受検

率（％）

１９８８ １１，３６６ ８，３９８ ７３．９ １，０３８ ６９８ ６７．２ ２，９８６ １，７７１ ５９．３

１９８９ １１，６３３ ８，１４４ ７０．０ １，０８５ ７３１ ６７．４ ３，２２１ １，９６６ ６１．０

１９９０ １１，８５９ ８，２３４ ６９．４ １，１１０ ７００ ６３．１ ３，１０６ １，９８１ ６３．８

１９９１ １１，８３４ ７，８８３ ６６．６ １，１６７ ７２６ ６２．２ ３，０６８ １，７８７ ５８．２

１９９２ １１，８７６ ７，８２３ ６５．９ １，２８４ ８２１ ６３．９ ３，０５３ １，７８５ ５８．５

１９９３ １２，１６８ ７，２２２ ５９．４ １，４９６ ７９６ ５３．２ ３，０１７ １，７７０ ５８．７

１９９４ １２，３５６ ６，０６０ ４９．０ １，７１７ ９５４ ５５．６ ３，１４２ １，９７５ ６２．９

１９９５ １２，４３３ ６，０３６ ４８．５ １，９３６ １，０３５ ５３．５ ３，１５２ １，９５０ ６１．９

１９９６ １２，３９０ ５，４０２ ４３．６ ２，２０１ １，１３０ ５１．３ ３，１５１ １，９４６ ６１．８

１９９７ １２，３０１ ６，２１８ ５０．５ ２，４２７ １，３３９ ５５．２ ３，１５０ １，９５６ ６２．１
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�４ 学 生 相 談

スチューデントアパシー、モラトリアム人間などの言葉で代表された学生のメンタ

ルヘルスケアのため、１９７８年から保健管理センターに学生相談部門が設けられた。心

理相談が中心であり、必要に応じて週１回の精神科医師の診察が行われてきた。表２

―１２―９―２に過去１０年間の相談件数を示す。１９９１年までは年間合計２，０００件を超えてい

たが、１９９２年には常勤カウンセラーの交替があったため同年に急減している。１９９７年

にも常勤カウンセラーの交替が再度あったが、新任カウンセラーの努力で相談者の減

少は最小限度に抑えることができた。また、相談件数の増加に対応するため、１９９２

年、１９９５年に非常勤講師としてカウンセラーを各１名ずつ増員し、現在は常勤１、非

常勤２でカウンセリング業務を遂行している。亥鼻地区では精神科の学校医に精神相

談を委嘱し、園芸学部には月１回非常勤カウンセラーが来訪している。長年にわたり

尽力してきた非常勤講師の松本胖名誉教授は１９９３年に勇退し、その後非常勤講師とし

ては大塚クリニックの大塚明彦院長が採用され現在にいたっている。

�５ 疾病相談（外来診療）

保健管理センターは医療法上の手続きにより診療所としての開設を厚生省に届けて

いる。予防医学では３次予防になるが、現実的には学生・職員から最も期待されてい

る部門である。具体的には、診察と最小限の投薬、そして専門医療機関への紹介を行

っている。また、健康診断の事後措置もこの部門で対応している。表２―１２―９―３に

過去１０年間の疾病相談件数を示すが、学生の件数が飛躍的に増加し、職員は減少傾向

である。学生の健診受検者が減り、疾病相談すなわち外来診療受診者が増加している

のは好ましい傾向ではない。

表２―１２―９―２ 学生相談件数

年 度 １９８８年度 １９８９年度 １９９０年度 １９９１年度 １９９２年度 １９９３年度 １９９４年度 １９９５年度 １９９６年度 １９９７年度

来所相談件数 １，３３６ １，２４１ １，１８９ ９０４ ３８８ ７３２ ９２２ １，０５１ １，０２７ ９０６

電話相談件数 １，０３０ １，２４６ １，２３１ １，２３０ ８０８ ８１８ ８６３ １，０１９ １，０６４ ７９８

表２―１２―９―３ 疾病相談件数（外来診療件数）

年 度 １９８８年度 １９８９年度 １９９０年度 １９９１年度 １９９２年度 １９９３年度 １９９４年度 １９９５年度 １９９６年度 １９９７年度

学生（件数） ２，４３４ ２，７３４ ２，６３８ ２，８０９ ３，００４ ２，７６６ ２，９３３ ４，４３１ ４，３７９ ４，５４６

職員（件数） １，５１２ １，７８９ １，３９４ １，７７０ １，６９３ １，２７８ １，２３７ １，１４２ １，１１０ １，０９２
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第４項 保健管理センターの業績

�１ 業務関連の業績

特筆すべきは、木下所長により構想されたコンピュータによる健康診断データの自

動収集・管理化である。１９８８年、各種計測機器をパソコンに接続し、計測データをそ

のままフロッピーに書き込み、親コンピュータにデータファイルを作成するというシ

ステムに取り組みはじめ、翌１９８９年には一部の運用を開始した。その詳細は、同年開

催された第２７回全国大学保健管理研究集会で木下所長が発表し、１９９０年には『千葉大

廣報』第６３号で紹介している。当時としては画期的な試みであり、他大学からもしば

しばこのシステムを見学に訪れた。引き続き、長尾所長が就任した後に、健診用の磁

気カードに学生証機能を持たすように学生部と相談し、１９９５年度から学生証を磁気カ

ードにしてそれを集団健診に用いるようにした。現在は、計測から健康診断証明書の

印刷までをコンピュータで行うにいたり、そのコンピュータでの業務内容は表２―１２―

９―４に示すとおりである。なお、この現状については１９９７年の第３６回全国大学保健

管理研究集会にて報告した。

カウンセリング部門では時田助教授（後に教授）が長年ひとりで多くの学生に対応

して実績をあげてきた。そしてそのカウンセリングの中に集団心理劇を導入し、一段

と効果あるものにした。その経験は、時田助教授の著書『教育心理劇による学生相談

表２―１２―９―４ パソコンによる健康診断業務内容

マスタ管理 ０１：各種マスタ登録 教職員受付作成 ４７：受付番号FD取り込み

０２：異常判定基準値登録 ４８：受付簿発行

基本属性管理 １１：基本属性登録 健診データ取り

込み

５１：健診結果FD取り込み

１９：基本属性FD取り込み ５２：計測値異常者一覧表発行

進級学年変更 ２１：留年者登録 ５８：健診結果入力・結果照会

２２：学年更新 異常判定と一覧

表

６１：異常判定

データ整理 ８１：卒業生・退職者データ整理 ６２：異常判定者一覧表

８９：過年度データ照会 帳票発行 ７１：定期検診結果表発行

システム管理 ９１：在籍者一覧表発行 ７２：健康診断証明書発行

９２：在籍者件数表発行 ７３：管理統計資料・集計発行

健康診断実施管

理

４１：始業（準備及び開始宣言） ７４：外部ソフトへの転送

４２：終業（一時健診終了宣言）

４３：終業（全健診終了宣言）
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の実際―ロール・プレイングの効果』（１９９２年、保健管理センター）にまとめられて

いる。また、松本胖名誉教授の学内講演記録集『人間の見方―職場における精神的健

康管理』（１９８０年、保健管理センター）は今でも座右において役立つ名著であるが、

これは時田助教授が文章に起こし、松本名誉教授が加筆したものである。

１９９５年以降、甲状腺検診、肥満者検診を新たにはじめ、これらの結果は継続的に全

国大学保健管理研究集会に報告してきた。なかでも甲状腺検診の精度は高く、絶対治

癒にいたった若年甲状腺癌の発見、橋本病、機能亢進症の発見など意義あるものであ

った。

また、１９９３年、医療従事者の結核発病が一般住民のそれに比較して明らかに高いこ

とを受けて、日本結核病学会予防委員会が「医療関係者の結核予防対策」と題する指

針を出した。そこで本センターでは、１９９５年から医学部、看護学部の新入生に対し、

２段階ツベルクリン検査を開始し、必要に応じてBCG接種、予防内服を行ってき

た。その後、新聞報道などで病院、大学での結核集団発生などが問題になり、その

際、本大学で行ってきた再興感染症“結核”への予防の取り組み方が高く評価され

た。

�２ 研究面での業績

木下所長は、ライフワークである心機能の研究を一貫して続け、本センターでもカ

ラー・グラフィックスによる３次元体表面心臓電位図を開発してきた。そして、同装

置による基礎的、臨床的研究で輝く業績を残した。この研究の後半には非常勤講師の

川邊兼美博士も加わりさらに充実した。また、非常勤講師の長谷川正博博士は頚動脈

波と心音を測定し、心臓生理学の分野で大きな業績をあげた。若新洋子助教授は、在

任中一貫して腎臓病学の研究に励んだ。長尾所長は、就任後、胸部画像診断を研究テ

ーマとし、胸部X線写真の自動読影のほか、文部省科学研究費補助金を受けてCTに

よる胸部検診の研究をはじめている。

時田助教授は心理劇の分野で活躍し、同分野の学会立ち上げに大いに貢献した。

１９９２年からの後任カウンセラー、東條光彦講師は行動療法の分野で多大な業績をあ

げ、その業績により１９９７年岡山大学教育学部へと転出した。さらにその後任の山田敏

久講師は認知療法の研究を開始した。

助手はいずれも医学部附属病院を兼務しており、医学部の当該教室で各自質の高い

研究を行っている。
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�３ 教育面での業績

保健管理センター独自の教育活動としては１９９１年より、年１回、主に１年生を対象

としたエイズ講演会を開始し、１９９４年からはエイズのみならず性感染症へ、さらには

キャンパスヘルスを包括した講演会へと展開してきた。その他、隔月に発行される

『大学廣報』に健康の話と題して寄稿を続けてきたが、１９９８年１月でちょうど１００回

目を迎えた。

また、各教員は、医学部、教育学部、看護学部でも、講義、カンファレンス、診療

を担当し、長尾教授、山田講師は普遍教育にも参加している。

しかし、健診受診率の低下、外来診療受診者の増加といったデータ、そして実際に

みる大学生のライフスタイル、これらを考慮すると、やはり基本的な健康教育が今の

学生には不可欠である。保健管理センターの現有定員だけでは困難であるが、今後専

門的立場からの健康教育の必要性を強く感じている。

第５項 今後の展望

１９９８年で、本センターは設置後２６年目を迎える。保健管理センターは国立学校設置

法施行規則第２９条の３で大学の厚生補導施設として位置づけられているが、全国大学

保健管理協議会ではこのセンターを心身の健康に関する教育研究の施設へと発展でき

るよう第２９条の３を改正できないかと文部省に打診要求してきた。この件では、１９９６

年の第８回国立大学等保健管理施設協議会総会の席で、文部省の学生課長補佐が次の

ように述べた。「現在の保健管理センターには教育研究の機能があることは文部省と

しても認識している。しかし、施行規則第２９条の３は改変できない。各大学の中で実

質的に運用してほしい」とのことである。本保健管理センターでもこの件については

設置当初から意識して活動してきた。前所長の木下安弘教授は、『千葉大学三十年

史』で本センターがライフサイエンシスセンターとしての機能がもてるよう祈念して

いる旨記し、これまでその方向に向かいつつ発展してきた。しかし、大学の民営化構

想も消滅したわけではない。学生数の減少、学生気質の著しい変化、そしてさらなる

教育改革が要求されている大学環境のなか、本センターはライフサイエンシスを追求

しつつ、これからも保健管理業務、教育、研究に間断のない努力を続ける所存であ

る。
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